
・電話等で点検を持ち掛ける業者には
安易に点検させない！
・その場では契約せず、
十分に比較・検討する！
・４年に１度の法定点検に
ついて日頃からよく確認しておく！

トラブルにあわないために

正規の電力会社は、
①書面通知あり
②調査員証あり

浜松市くらしのセンター ☎457-2205
月～金 午前9時～午後4時30分

困ったら


